
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117 号）」

第 15 条第３項の規定に基づき、鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業に係

る事業契約の内容を公表する。 

 

令和３年３月 26 日 

 

鳥取県知事 平井 伸治 

米子市長  伊木 隆司 

 

１.公共施設等の名称及び立地 

 鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎、鳥取県西部総合事務所本館及び新館 

 鳥取県米子市糀町一丁目 160 番地 外 

 

２.選定事業者の商号又は名称 

 鳥取県米子市昭和町 25 番地 

がいなＳＳＪパートナーズ株式会社 

 

３.公共施設等の整備等の内容 

本事業は、特定事業として、選定事業者が鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎

の設計・建設、鳥取県西部総合事務所本館・新館の改修及び撤去等を行い、県に施設の所有権

を移転した後、維持管理を行うＢＴＯ方式及びＲＯ方式とする。 

 

４.契約期間 

  令和３年３月 26 日（鳥取県議会及び米子市議会において本契約締結に係る議案について承

認がなされた日）から令和 15 年３月 31 日まで 

 

５.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 本事項に関する主な事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

第８章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除等 

 

第２節 本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し前の契約解除等 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し前のＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由による

契約解除等） 

第 75 条 本契約締結日以後、本件施設等（駐車場等外構施設を除く）のＰＦＩ事業者から県及

び市に対する引渡しまでの間において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県

及び市は、ＰＦＩ事業者に対して、次項各号に掲げる措置のいずれかをとることができる。 

(１) ＰＦＩ事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り（ＰＦＩ事業者が要求水準を満た

していない場合を含む。）、県及び市が、ＰＦＩ事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改

善すべき旨を指示したにもかかわらず、相当の期間内に改善がなされないとき。 

(２) ＰＦＩ事業者が、ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により、全体スケジュール表に記

載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、県及び市が相当の期間を定めてＰＦ

Ｉ事業者に対して催告したにもかかわらず、ＰＦＩ事業者から県及び市に対して、県及び市

が満足すべき合理的説明がなされないとき。 

(３) ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により、本件引渡日までの期間内に本件施設等（駐

車場等外構施設を除く）が完成しないとき。 

(４) ＰＦＩ事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手

続開始その他の倒産法制上の手続について、ＰＦＩ事業者の取締役会でその申立てを決議

したとき又はその他の第三者（ＰＦＩ事業者の役員、従業員を含む。）によりその申立てが



なされたとき。 

(５) 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、ＰＦＩ事業者が適用のある法令等若しくは本契約に違反

し、又はＰＦＩ事業者による表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本契約の目的

を達することができないと県及び市が認めたとき。 

(７) ＰＦＩ事業者又はその役員等が暴力団等であることが判明したとき。 

(８) 構成企業又はその役員等が暴力団等であることが判明したとき。 

(９) ＰＦＩ事業者が第三者（構成企業及びその下請負人等を含む。）に本事業に関する業務

を行わせる場合において、当該第三者が相手方が暴力団等であると知りながら契約を締結

したと認められるとき。 

(10) ＰＦＩ事業者が第 12 条第６項の規定による県及び市の要求に従わなかったとき。 

(11) 前４号に掲げるもののほか、ＰＦＩ事業者が正当な理由なく本契約に違反し、その違反

により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

２ 前項の場合において、県及び市がＰＦＩ事業者に対してとり得る措置は、次の各号に掲げる

とおりとする。 

(１)  県及び市は、ＰＦＩ事業者に対して書面で通知した上で、県及び市の判断により本契

約の全部又は一部を解除することができる。 

(２)  県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、県及び市、ＰＦＩ事業

者及びＰＦＩ事業者の株主との間における協議を経た上で、ＰＦＩ事業者の株主に、ＰＦＩ

事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する第三者

へ譲渡させることができる。 

(３)  県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者に、ＰＦ

Ｉ事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選定

した第三者へ譲渡させることができる。 

３ 本件施設等（駐車場等外構施設を除く）の引渡し前に前項第１号により本契約が解除された

場合、ＰＦＩ事業者は、県及び市に対して、県及び市が支払うべき解除部分についての施設整

備の対価（サービス対価Ａ）（ただし、消費税及び地方消費税相当額並びに割賦金利相当額（サ

ービス対価Ａ－３）を除く。）の 100 分の 10 に相当する違約金を県及び市が指定する期間内

に支払う。さらに、県及び市が被った合理的な範囲の損害額が上記違約金の額を超過する場

合、県及び市は、かかる超過額について、ＰＦＩ事業者に損害賠償請求を行うことができる。

なお、本項に定めるＰＦＩ事業者の県及び市に対する債務は、基本協定書第 13 条に定める優

先交渉権者を構成する企業の県及び市に対する債務と、金額の等しい範囲内で連帯債務の関

係にあるものとする。 

４ 県及び市が第２項第１号により本契約の解除を選択した場合において、本件施設等の出来

形部分が存在する場合、県及び市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出

来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除

く。）の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権等（前払金を支払っている場合には、前

払金返還利息を含む。）に係る金額とを、対当額で相殺することができる。なお、相殺する場

合の順序として、前払金返還利息、違約金以外の損害賠償請求権にかかる金額、違約金の順番

で相殺することとする。この場合、県及び市は、かかる相殺後の買受代金の残額を、県及び市

の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールの時期での分割方法に従

って、又は②一括払いにより支払う。 

５ 前項の場合において、県及び市が本件施設等の出来形部分を買い受けない場合、ＰＦＩ事業

者は、県及び市と協議の上、自らの費用と責任により、本件施設等の買い受けられない部分に

係る事業用地を原状（更地）に回復した上で、速やかにこれを県に引き渡さなければならな

い。また、この場合、ＰＦＩ事業者は、解除前の支払スケジュールにより県及び市がＰＦＩ事

業者に対し既に支払った分を第 101 条に準じて計算した利息を付して返還する。 

６ 次の各号に掲げる者が本契約の全部又は一部を解除した場合は、第３項の解除がなされた



ものとみなす。 

  (１) ＰＦＩ事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定によ

り選任された破産管財人 

 (２) ＰＦＩ事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定

により選任された管財人 

 (３) ＰＦＩ事業者について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法第

２条第２号の再生債務者等 

７ 本契約が解除されない場合であっても、ＰＦＩ事業者がその債務の履行を拒否し、又はＰＦ

Ｉ事業者の責めに帰すべき事由によってＰＦＩ事業者の債務について履行不能となった場合

には、ＰＦＩ事業者は、第３項に準じて違約金の支払及び損害賠償の責めを負うものとし、県

及び市は、契約保証金又はこれに代わる担保をもって、違約金等に充当できるものとし、県及

び市のＰＦＩ事業者に対する違約金等支払請求権を自働債権、ＰＦＩ事業者の県及び市に対

する債権を受働債権として相殺することができるものとする。 

 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し前の県及び市の責めに帰すべき事由による契約

解除等） 

第 76 条 本契約締結日以後、本件施設等（駐車場等外構施設を除く）のＰＦＩ事業者から県及

び市に対する引渡しまでの間において、県及び市が本契約上の重要な義務に違反した場合、

ＰＦＩ事業者は、県及び市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。

ＰＦＩ事業者は、かかる通知が県及び市に到達した日から 60 日以内に県及び市が当該違反

を是正しない場合には、県及び市に対して、さらに書面で通知をした上で、本契約を解除す

ることができる。 

２ 前項の規定により、本契約が解除された場合、県及び市は、本件施設等の出来形部分を検査

の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。 

３ 県及び市は、前項の規定により本件施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、ＰＦ

Ｉ事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払スケジュールによ

り既に支払った分を除く。）を、県及び市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支

払スケジュールの時期での分割方法に従って、又は②一括払いによりこれを支払う。なお、

ＰＦＩ事業者は、返還すべき金額と次項の増加費用に係る金額とを、対当額で相殺すること

ができる。 

４ 第１項に基づき本契約が解除された場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者に対し、当該解除に伴

う合理的な増加費用（開業費及び融資組成料を含む。）及び損害を負担する。 

５ 県及び市は、ＰＦＩ事業者に対して、本契約を解除しようとする日の 180 日前までに本契

約を解除する旨の通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除す

ることができる。この場合、前４項の規定を準用する。 

 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し前の法令変更による契約解除等） 

第 77 条 本契約締結日以後、本件施設等のＰＦＩ事業者から県及び市に対する引渡しまでの間

において、第 86 条第２項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等の変

更により、県及び市がＰＦＩ事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の

履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者と協議の上、

次の各号に掲げる措置のいずれかをとることができる。 

(１) 県及び市は、ＰＦＩ事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができ

る。 

(２) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者の株主に、

ＰＦＩ事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する

第三者へ譲渡させることができる。 

(３) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者に、ＰＦＩ



事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選定し

た第三者へ譲渡させることができる。 

２ 前項第１号により本契約が解除された場合、県及び市は、本件施設等の出来形部分を検査の

上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。 

３ 県及び市は、前項の規定により本件施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該

出来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除

く。）を、県及び市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールの時期

での分割方法に従って、又は②一括払いにより支払う。 

 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し前の不可抗力による契約解除等） 

第 78 条 本契約締結日以後、本件施設等のＰＦＩ事業者から県及び市に対する引渡しまでの間

において、第 88 条第２項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から

60 日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県及び市は、

同条項にかかわらず、ＰＦＩ事業者に通知の上、次の各号に掲げる措置のいずれかをとるこ

とができる。 

(１) 県及び市は、ＰＦＩ事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができ

る。 

(２) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者の株主に、

ＰＦＩ事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認する

第三者へ譲渡させることができる。 

(３) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者に、ＰＦＩ

事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選定し

た第三者へ譲渡させることができる。 

２ 前項第 1 号により本契約が解除された場合、県及び市は、本件施設等の出来形部分を検査

の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。 

３ 県及び市は、前項の規定により、本件施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、当

該出来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を

除く。）を、県及び市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールの時

期での分割方法に従って、又は②一括払いにより支払う。 

 

第３節 本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し以後の契約解除等 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し以後のＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由によ

る契約解除等） 

第 79 条 本件施設等（駐車場等外構施設を除く）の引渡し以後において、次の各号に掲げるい

ずれかの事由が生じた場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者に対して、次項各号に掲げる措置の

いずれかをとることができる。ただし、ＰＦＩ事業者が要求水準を満たしていない場合の手

続は、第 57 条の定めに従う。 

(１) ＰＦＩ事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、県及び市が、事業者に対し、相当

の期間を定めてこれを改善すべき旨を指示したにもかかわらず、相当の期間内に改善がな

されないとき。 

(２) ＰＦＩ事業者が、その責めに帰すべき事由により、本件施設等について、連続して 30

日以上又は１年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類及び維持管理業務計

画書に従った維持管理業務を行わないとき。 

(３) ＰＦＩ事業者が業務を行うに際して不正行為があったとき。 

(４) ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となったとき。 

(５) ＰＦＩ事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手

続開始その他の倒産法制上の手続について、ＰＦＩ事業者の取締役会でその申立てを決議

したとき又はその他の第三者（ＰＦＩ事業者の役員、従業員を含む。）によりその申立て



がなされたとき。 

(６) ＰＦＩ事業者が、県及び市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ

とき。 

(７) 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。 

(８) ＰＦＩ事業者が、正当な理由なくして、県及び市の指示又は改善勧告等に従わないと

き。 

(９) ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により、ＰＦＩ事業者からこの契約の解除の申出

があったとき。 

(10) 前各号に掲げる場合のほか、ＰＦＩ事業者が適用のある法令等若しくは本契約に違反

し、又はＰＦＩ事業者による表明保証が真実でなく、その違反、不実又は不正により本契

約の目的を達することができないとき。 

(11) ＰＦＩ事業者又はその役員等が暴力団等であることが判明したとき。 

(12) 事業者の構成企業又はその役員等が暴力団等であることが判明したとき。 

(13) ＰＦＩ事業者が第三者（構成企業及びその下請負人等を含む。）に本事業に関する業務

を行わせる場合において、当該第三者が相手方が暴力団等であると知りながら契約を締結

したと認められるとき。 

(14) ＰＦＩ事業者が第 12 条第６項の規定による県及び市の要求に従わなかったとき。 

(15) 前４号に掲げるもののほか、ＰＦＩ事業者が正当な理由なく本契約に違反し、その違

反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(16) 構成企業のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54 号）第３条に違反する行為をしたと認めたとき。 

(17) 構成企業のいずれかの代表者、会社役員若しくは代理人、使用人その他の従業者につ

いて、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条に規定する行為をし

たと認めたとき。 

２ 前項において、県及び市がＰＦＩ事業者に対してとり得る措置は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

(１) 県及び市は、県及び市の判断により期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命

じ、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができる。県及び市は、維持管理業務

の一部を終了させた場合、ＰＦＩ事業者の負担において、ＰＦＩ事業者が当該終了に係る

業務のために利用していた本件施設等の部分を原状に復し（経年劣化による部分はこの限

りではない）、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著し

く困難なとき、又はその必要がないと県及び市が認めたときは、ＰＦＩ事業者に対し、原

状回復費用に相当する金額の支払いを求める等、県及び市が相当と認める方法により補償

を求めることができる。 

(２) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者の株主に、

ＰＦＩ事業者の株式の全部又は一部を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及

び市が承認する第三者へ譲渡させることができる。 

(３) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者に、ＰＦ

Ｉ事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選

定した第三者へ譲渡させることができる。 

３ 前項の規定により期間を定めて解体対象施設等の解体撤去若しくは駐車場等外構施設整備

工事、維持管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、ＰＦＩ事業者に損害、損失

又は増加費用が生じても、県及び市はその賠償の責めを負わない。 

４ 第２項第１号により県及び市により本契約が解除された場合、ＰＦＩ事業者は、県及び市が

支払うべき解除部分についての当該事業年度の維持管理の対価（サービス対価Ｂ）の 100 分

の 10 に相当する金額、並びに解体対象施設等の解体撤去及び駐車場等外構施設整備工事が完

了していない場合においてはさらに県及び市が支払うべき施設整備の対価（サービス対価Ａ）

のうち解体対象施設等の解体撤去及び駐車場等外構施設整備工事費用に相当する部分（ただ



し、消費税及び地方消費税相当額並びに割賦金利相当額（サービス対価Ａ－３）を除く。）の

100 分の 10 に相当する額を加えた金額の違約金を、県及び市の指定する期間内に、県及び市

に対して支払わなければならない。さらに、県及び市が被った合理的損害の額が上記違約金の

額を超過する場合、県及び市は、かかる超過額について、ＰＦＩ事業者に損害賠償請求を行う

ことができる。なお、本項に定めるＰＦＩ事業者の県及び市に対する債務は、基本協定書第 13

条に定める優先交渉権者を構成する企業の県及び市に対する債務と、金額の等しい範囲内で

連帯債務の関係にあるものとする。 

５ 第２項第１号により、ＰＦＩ事業者が行う維持管理業務の一部が終了した場合、ＰＦＩ事業

者は、県及び市が支払うべき解除部分についての当該事業年度の維持管理の対価（サービス対

価Ｂ）（ただし、当該終了に係る業務に相当する部分に限る。）の 100 分の 10 に相当する違約

金を、県及び市の指定する期間内に、県及び市に対して支払わなければならない。さらに、県

及び市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県及び市は、かかる超過額

について、ＰＦＩ事業者に損害賠償請求を行うことができる。なお、本項に定めるＰＦＩ事業

者の県及び市に対する債務は、基本協定書第 13 条に定める優先交渉権者を構成する企業の県

及び市に対する債務と、金額の等しい範囲内で連帯債務の関係にあるものとする。 

６ 県及び市は、施設整備の対価（サービス対価Ａ）の既履行部分の残額と、前２項の違約金及

び損害賠償請求権等（前払金を支払っている場合には、前払金返還利息を含む。）に係る金額

とを、対当額で相殺することができる。なお、相殺する場合の順序として、前払金返還利息、

違約金以外の損害賠償請求権にかかる金額、違約金の順番で相殺することとする。この場合、

県及び市は、かかる相殺後の施設整備の対価（サービス対価Ａ）の既履行部分の残額を、県及

び市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括

払いにより支払う。 

７ 次の各号に掲げる者が本契約の全部又は一部を解除した場合は、第５項又は前項の規定の

解除がなされたものとみなす。 

   (１) ＰＦＩ事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定によ

り選任された破産管財人 

 (２) ＰＦＩ事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定

により選任された管財人 

 (３) ＰＦＩ事業者について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法第

２条第２号の再生債務者等 

８ 本契約が解除されない場合であっても、ＰＦＩ事業者がその債務の履行を拒否し、又はＰＦ

Ｉ事業者の責めに帰すべき事由によってＰＦＩ事業者の債務について履行不能となった場合

には、ＰＦＩ事業者は、第５項又は第６項に準じて違約金の支払及び損害賠償の責めを負うも

のとし、県及び市は、契約保証金又はこれに代わる担保をもって、違約金等に充当できるもの

とし、県及び市のＰＦＩ事業者に対する違約金等支払請求権を自働債権、ＰＦＩ事業者の県及

び市に対する債権を受働債権として相殺することができるものとする。 

 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し以後の県及び市の責めに帰すべき事由による契

約解除等） 

第 80 条 ＰＦＩ事業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、本契約の全部

又は一部を解除することができる。 

(１) 県及び市が本契約に違反し、本契約に基づく業務を継続することが困難なとき。 

(２) 県及び市の責めに帰すべき事由により、ＰＦＩ事業者が著しく損害又は損失を被った

とき。 

２ 本契約の全部又は一部が解除された場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者に対し、当該解除に伴

う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合においても、県及び市は、施設整備の対

価（サービス対価Ａ）の既履行分の残額を、県及び市の選択により、①経過利息を付した上

で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。 



３ 県及び市は、ＰＦＩ事業者に対して、本契約を解除しようとする日の 180 日前までに本契

約を解除する旨の通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除す

ることができる。この場合、前項の規定を準用する。 

 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し以後の法令変更による契約解除等） 

第 81 条 本件施設等（駐車場等外構施設を除く）の引渡し以後において、第 86 条第２項に基

づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等の変更により、県及び市がＰＦＩ

事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要

すると判断した場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者と協議の上、次の各号に掲げる措置のいず

れかをとることができる。 

(１) 県及び市は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該停止の

範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除することができる。 

(２) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者の株主に、

ＰＦＩ事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認す

る第三者へ譲渡させることができる。 

(３) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者に、ＰＦ

Ｉ事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選

定した第三者へ譲渡させることができる。 

２ 前項第１号により本契約の全部又は一部が解除された場合においても、本件施設等の所有

権は県及び市が有する。この場合、県及び市は、解除された部分に該当する施設整備の対価

（サービス対価Ａ）の残額（ただし、未履行部分は除く）を、県及び市の選択により、①経

過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。ま

た、ＰＦＩ事業者がすでに維持管理業務を開始している場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者が

当該業務を終了させるために要する費用があればその費用をＰＦＩ事業者に支払い、その支

払方法については県及び市並びにＰＦＩ事業者が協議によりこれを決する。 

 

（本件施設等（駐車場等外構施設を除く）引渡し以後の不可抗力による契約解除等） 

第 82 条 本件施設等の引渡し以後において、第 88 条第２項に基づく協議にもかかわらず、不

可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合

意が成立しない場合、県及び市は、同条項にかかわらず、ＰＦＩ事業者に通知の上、次の各

号に掲げる措置のいずれかをとることができる。 

(１) 県及び市は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該停止の

範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除することができる。 

(２) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者の株主に、

ＰＦＩ事業者の全株式を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が承認す

る第三者へ譲渡させることができる。 

(３) 県及び市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、ＰＦＩ事業者に、ＰＦ

Ｉ事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、県及び市が認める条件で、県及び市が選

定した第三者へ譲渡させることができる。 

２ 前項第１号により本契約の全部又は一部が解除された場合においても、本件施設等の所有

権は県及び市が有する。この場合、県及び市は、解除された部分に該当する施設整備の対価

（サービス対価Ａ）の残額（ただし、未履行部分は除く）を、県及び市の選択により、①経

過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。ま

た、ＰＦＩ事業者がすでに維持管理業務を開始している場合、県及び市は、ＰＦＩ事業者が

当該業務を終了させるために要する費用があればその費用をＰＦＩ事業者に支払い、その支

払方法については県及び市並びにＰＦＩ事業者が協議によりこれを決する。 

 

 



６.契約金額 

2,243,142,146 円 

（うち鳥取県 金 1,598,717,791 円 米子市 金 644,424,355 円） 

（うち消費税及び地方消費税相当額 200,976,242 円） 

 

７.契約終了時の措置に関する事項 

本事項に関する主な事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

 

第８章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除等 

 

第４節 事業関係終了に際しての処置 

（事業関係終了に際しての処置） 

第 83 条 ＰＦＩ事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に係

る本件施設内にＰＦＩ事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その

他の物件（業務受託者等の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。）があ

るときは、当該物件の処置につき県及び市の指示に従わなければならない。 

２ 前項の場合において、ＰＦＩ事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき

県及び市の指示に従わないときは、県及び市は、ＰＦＩ事業者に代わって当該物件を処分、

修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。ＰＦＩ事業者は、かかる県及び市の

処置について異議を申し出ることができず、かつ、県及び市がかかる処置に要した費用を負

担する。 

３ ＰＦＩ事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんに

かかわらず、直ちに、県及び市に対し、当該終了部分に係る本件施設等を維持管理するため

に必要な、ＰＦＩ事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。 

４ ＰＦＩ事業者は、維持管理業務が開始している場合には、それらの業務を県及び市又は県及

び市の指定する者に引き継ぐものとする。この場合において、ＰＦＩ事業者は、当該業務の

継続に必要な備品の所有権を無償で県及び市に帰属させるものとする。なお、ＰＦＩ事業者

は、かかる引き継ぎが完了するまでの間、自らの負担で本件施設等の必要最小限の維持保全

に努めなければならない。 

 

（終了手続の負担） 

第 84 条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及びＰＦＩ事業者の清算に伴う

評価損益等については、ＰＦＩ事業者がこれを負担する。 

 


